
札 障 第 545 号   
平成 24年（2012年）4月 25日   

 
各重度訪問介護事業所 管理者 様 

 
札幌市保健福祉局障がい保健福祉部 
自立支援担当課長 高橋 みゆき 

 
重度訪問介護のサービスコード変更について 

 
 平素より、本市障がい者福祉行政にご協力いただき厚くお礼申し上げます。 
 標記の件につきまして、平成２４年４月の報酬改定に伴い、重度訪問介護のサービス

コードが下記のとおり一部変更となっておりますのでお知らせします。 
 従来と同じサービス提供形態であっても、サービスコードが変更となる場合があるこ

とから、請求にあたってはご注意いただきますようお願いいたします。 
 

記 
 
１ 変更点 

  サービス提供時間が 1時間以上 4時間未満の場合、従来は一律同じサービスコード
（30分あたり）であったが、30分毎にサービスコードが細分化された。 
※サービス提供時間が 4時間以上の場合については従来と同様 
 
≪例≫ 重度訪問介護（Ⅰ）の日中に係るサービスコード（抜粋） 

 
  

 
２ サービスコード表（札幌市ホームページ） 

  http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritsushien/code.html 
   札幌市ホーム＞健康・福祉・子育て＞福祉・介護＞障がいのある方へ＞法律・制度＞ 

障害福祉サービス事業者向け＞指定・運営基準／報酬告示／サービスコード表 
  

ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ 
サービス内容略称 算定項目 

単位

数 

 ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ 
サービス内容略称 算定項目 

単位

数 種類 項目 種類 項目 

12 1171 重訪Ⅰ日中 1．0 1 時間未満 210 12 1171 重訪Ⅰ日中 1．0 1 時間未満 208 

12 1181 重訪Ⅰ日中 4．0 1～4 時間 105 12 1181 重訪Ⅰ日中 1．5 1～1．5 時間 104 

12 1121 重訪Ⅰ日中 8．0 4～8 時間 98 12 1391 重訪Ⅰ日中 2．0 1．5～2 時間 105 

12 1131 重訪Ⅰ日中 12．0 8～12 時間 99 12 1401 重訪Ⅰ日中 2．5 2～2．5 時間 104 

12 1141 重訪Ⅰ日中 16．0 12～16 時間 93 12 1411 重訪Ⅰ日中 3．0 2．5～3 時間 104 

12 1151 重訪Ⅰ日中 20．0 16～20 時間 99 12 1421 重訪Ⅰ日中 3．5 3～3．5 時間 104 

12 1161 重訪Ⅰ日中 24．0 20～24 時間 93 12 1431 重訪Ⅰ日中 4．0 3．5～4 時間 105 

 

12 1121 重訪Ⅰ日中 8．0 4～8 時間 98 

12 1131 重訪Ⅰ日中 12．0 8～12 時間 98 

12 1141 重訪Ⅰ日中 16．0 12～16 時間 92 

12 1151 重訪Ⅰ日中 20．0 16～20 時間 99 

12 1161 重訪Ⅰ日中 24．0 20～24 時間 92 

〒060-8611 札幌市中央区北 1条西 2丁目 
札幌市障がい福祉課給付管理係 伊藤 
TEL011-211-2938 FAX011-218-5181 

平成２４年３月以前 平成２４年４月以降 


